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介
護
保
険
の
運
営
状
況

　

令
和
６
年
３
月
末
の
第
１
号
被
保

険
者
数
は
、
２
６
，
１
１
７
人
、
高

齢
化
率
は
26.4
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
、
６
，
２
８
７
人
が
要

介
護（
要
支
援
）認
定
を
受
け
て
お
り
、

認
定
率
は
24.1
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

高
齢
化
率
は
昨
年
と
同
率
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
介
護
の
必
要
性
が
高

く
な
る
後
期
高
齢
者
数（
75
歳
以
上
）

が
年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
令
和
６
年
３
月
の
介
護
認

定
の
状
況
を
み
る
と
、
要
支
援
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
が
30
％
、
要
介

護
認
定
を
受
け
て
い
る
人
が
70
％
と

な
っ
て
い
ま
す
。
介
護
度
別
の
割
合

を
見
る
と
、
要
介
護
１
と
要
介
護
２

の
人
の
合
計
が
37
％
、
要
介
護
３
か

ら
要
介
護
５
が
33
％
で
、
要
支
援
を

含
め
た
軽
度
者
の
割
合
が
高
く
、
こ

の
傾
向
に
大
き
な
変
化
は
見
ら
れ
ま

せ
ん
。

　

次
に
、
介
護
給
付
費
等
の
状
況
を

み
る
と
、
令
和
５
年
度
の
総
合
計
は

93
億
９
千
万
円
と
な
り
、
令
和
４
年

度
に
比
べ
、
2.19
％
の
伸
び
と
な
り

年
々
増
加
し
て
い
ま
す
。
介
護
給
付

費
は
介
護
保
険
料
算
定
の
基
礎
と
な

る
金
額
で
す
。
そ
の
た
め
、
市
で
は

平
成
24
年
度
よ
り
負
担
の
公
平
性
や

給
付
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
不
要

な
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
さ
れ
て
い
な
い

か
な
ど
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
介
護
給
付

費
等
適
正
化
事
業
の
取
組
を
進
め
て

い
ま
す
。

　

今
後
も
安
定
し
た
介
護
保
険
制
度

の
運
営
を
行
う
に
は
、
被
保
険
者
一

人
ひ
と
り
の
ご
協
力
が
必
要
と
な
り

ま
す
。高
齢
者
ご
自
身
の
健
康
増
進
、

介
護
予
防
へ
の
取
組
、
ま
た
、
介
護

保
険
料
の
納
付
に
、
ご
理
解
ご
協
力

を
お
願
い
し
ま
す
。

所
得
税確定

申
告
に
か
か
る
証
明

■
介
護
保
険
「
要
介
護
・
要
支
援
認

定
者
」
の
障
害
者
控
除

　

身
体
障
害
者
手
帳
な
ど
の
交
付
を

受
け
て
い
な
い
人
で
も
、
65
歳
以
上

で
介
護
保
険
の
要
介
護
・
要
支
援
認

定
を
受
け
、
寝
た
き
り
状
態
や
認
知

症
な
ど
の
症
状
が
一
定
の
基
準
を
満

た
し
、「
障
害
者
ま
た
は
特
別
障
害

者
に
準
ず
る
」
と
認
め
ら
れ
る
場
合

に
は
、「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定

書
」
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。

■
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除

　

寝
た
き
り
な
ど
で
、
お
む
つ
を
使

用
し
て
い
る
場
合
、
確
定
申
告
の
際

に
、
お
む
つ
代
の
領
収
書
に
医
師
が

作
成
し
た
「
お
む
つ
使
用
証
明
書
」

を
添
付
す
る
こ
と
で
、
医
療
費
控
除

を
申
告
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
介
護
保
険
の
要
介
護
・
要
支
援

認
定
を
受
け
、
主
治
医
意
見
書
よ
り

寝
た
き
り
状
態
に
あ
る
こ
と
お
よ
び

失
禁
へ
の
対
応
と
し
て
カ
テ
ー
テ
ル

を
使
用
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
は
尿

失
禁
が
発
生
し
て
い
る
も
し
く
は
そ

の
発
生
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
場
合
、
市
が
発
行
す
る
「
お

む
つ
使
用
確
認
書
」
を
「
お
む
つ
使

用
証
明
書
」
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

％人

る
場
合
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
問

い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
納
め
た
介
護
保
険
料
の
社
会
保
険

料
控
除

　

1
月
〜
12
月
に
納
め
た
介
護
保
険

料
は
、
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
し
た
介
護
保
険
料

は
本
人
の
所
得
申
告
で
の
み
控
除
対

象
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
普
通

徴
収
（
納
付
書
・
口
座
振
替
）
で
納

め
た
介
護
保
険
料
が
あ
る
人
に
は
、

1
年
間
（
１
月
〜
12
月
）
に
納
付
し

た
介
護
保
険
料
の
合
計
金
額
を
記
載

し
た「
介
護
保
険
料
納
付
額
確
認
書
」

を
来
年
1
月
末
に
送
付
し
ま
す
。

※
介
護
保
険
料
を
全
額
特
別
徴
収

（
年
金
天
引
き
）
で
納
め
て
い
る
人

に
は
送
付
し
ま
せ
ん
の
で
、
日
本
年

金
機
構
な
ど
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉

徴
収
票
を
利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」・

「
お
む
つ
使
用
確
認
書
」
の
交
付

を
受
け
る
場
合
は
、
証
明
手
数
料

（
４
０
０
円
）
が
必
要
で
す
（
即

日
交
付
は
で
き
ま
せ
ん
）。

25,000

25,500

26,500

26,000

10広報いずみさの　　　　　　 2024.12

泉佐野市R06.12.indb   10 2024/11/14   9:33:45



介護保険 ほか

国
民
年
金

　
　

問
合
先　

国
保
年
金
課

の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と

●
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
の
被
保
険

者
期
間
の
う
ち
３
分
の
２
以
上
の
期

間
、
保
険
料
が
納
付
ま
た
は
免
除
、

学
生
納
付
特
例
、
納
付
猶
予
さ
れ
て

い
る
こ
と

●
初
診
日
の
前
々
月
ま
で
の
１
年
間

保
険
料
の
未
納
が
な
い
こ
と

※
保
険
料
納
付
要
件
に
つ
い
て
、
保

険
料
が
一
部
免
除
の
場
合
、
納
付
が

必
要
で
す
。
ま
た
、
初
診
日
が
20
歳

未
満
で
年
金
制
度
に
加
入
し
て
い
な

い
期
間
で
あ
る
場
合
、
納
付
要
件
は

不
要
で
す
。（
所
得
制
限
あ
り
）

　

な
お
、
障
害
認
定
日
以
降
に
障
害

の
程
度
が
悪
化
し
、
65
歳
に
な
る
ま

で
に
所
定
の
障
害
状
態
と
な
っ
た
場

合
も
受
給
で
き
ま
す
。(

65
歳
の
誕

生
日
の
前
々
日
ま
で
に
請
求
書
の
提

出
が
必
要
）

年
金
額
（
令
和
６
年
度
）

●
１
級
…
１
，
０
２
０
，
０
０
０
円

（
昭
和
31
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま

れ
た
人
は
１
，
０
１
７
，
１
２
５
円
）

●
２
級
…
８
１
６
，
０
０
０
円
（
昭

和
31
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

人
は
８
１
３
，
７
０
０
円
）

※
受
給
者
に
生
計
を
維
持
す
る
子

（
18
歳
到
達
後
の
最
初
の
年
度
末
ま

で
の
子
、
ま
た
は
20
歳
未
満
で
所
定

の
障
害
状
態
に
あ
る
子
）
が
い
る
場

合
は
加
算
が
あ
り
ま
す
。

　

過
去
の
国
民
年
金
任
意
加
入
対

象
期
間
（
海
外
在
住
期
間
な
ど
を

除
く
）
に
加
入
し
て
い
な
か
っ
た

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
当
時
負
っ
た

障
害
で
障
害
基
礎
年
金
な
ど
を
受

給
し
て
い
な
い
人
に
、
国
民
年
金

制
度
の
発
展
過
程
に
お
い
て
生
じ

た
特
別
事
情
を
か
ん
が
み
、
福
祉

的
措
置
と
し
て
「
特
別
障
害
給
付

金
」
が
あ
り
ま
す
。

※
受
給
額
は
障
害
基
礎
年
金
額
と

異
な
り
ま
す
。
ま
た
、
経
過
的
福

祉
手
当
を
受
給
中
の
人
は
併
給
で

き
ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

ご
存
知
で
す
か 障

害
基
礎
年
金

　

病
気
や
け
が
等
に
よ
り
、
初
め
て

医
師
な
ど
か
ら
診
療
を
受
け
た
日

(=

初
診
日)

か
ら
１
年
６
ヵ
月
を
経

過
し
た
日
等
の
障
害
認
定
日
に
、
国

民
年
金
法
に
お
け
る
障
害
等
級
１
級

ま
た
は
２
級
の
状
態(=

所
定
の
障

害
状
態)

に
あ
り
、
次
の
初
診
日
要

件
、
保
険
料
納
付
要
件
の
両
方
に
当

て
は
ま
る
場
合
、
障
害
基
礎
年
金
を

受
給
で
き
ま
す
。

※
障
害
認
定
日
後
に
20
歳
と
な
る
場

合
、
20
歳
到
達
日
の
障
害
の
状
態
で

判
定
さ
れ
ま
す
。

初
診
日
要
件

　

初
診
日
が
次
の
い
ず
れ
か
の
期
間

中
で
あ
る
こ
と

●
国
民
年
金
加
入
中
の
期
間

●
日
本
に
住
ん
で
い
る
60
〜
64
歳

で
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
お

ら
ず
、
か
つ
年
金
制
度
に
加
入
し
て

い
な
い
期
間

●
20
歳
未
満
で
年
金
制
度
に
加
入
し

て
い
な
い
期
間

保
険
料
納
付
要
件

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
付
状
況

が
、
原
則
初
診
日
の
前
日
時
点
で
次

65
歳
以
上
の
人
は

介
護
保
険
第
1
号
被
保
険
者

　

市
内
在
住
者
が
65
歳
に
な
っ
た
場

合
や
、
65
歳
以
上
の
人
が
市
内
に
転

入
し
た
場
合
、
本
市
の
介
護
保
険
第

１
号
被
保
険
者
と
な
り
、
介
護
保
険

被
保
険
者
証
や
介
護
保
険
料
の
通
知

書
、
納
付
書
な
ど
を
送
り
ま
す
。

介
護
保
険
料　

４
月
１
日
現
在
（
転

入
の
場
合
は
転
入
時
、
65
歳
に
な
る

場
合
は
誕
生
日
の
前
日
）
の
世
帯
員

の
住
民
税
課
税
状
況
と
、
本
人
の
前

年
中
の
課
税
年
金
収
入
額
や
合
計
所

得
金
額
（
＊
）、
住
民
税
課
税
状
況

に
よ
り
決
定
し
ま
す
。（
保
険
料
の

算
出
方
法
は
広
報
７
月
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。）
保
険
料
決
定
額
は
納
入

通
知
書
に
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

（
＊
）
合
計
所
得
金
額
…
地
方
税
法

第
２
９
２
条
第
1
項
第
13
号
に
規

定
さ
れ
る
金
額
（
年
金
・
給
与
・
不

動
産
・
配
当
等
の
各
収
入
金
額
か
ら

必
要
経
費
に
相
当
す
る
金
額
を
控

除
し
た
金
額
の
合
計
額
で
、
純
損

失
・
雑
損
失
・
居
住
用
資
産
等
の
譲

渡
損
失
・
上
場
株
式
等
に
係
る
譲

渡
損
失
・
先
物
取
引
に
係
る
差
金

等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控
除

前
の
金
額
、
土
地
・
家
屋
等
の
譲
渡

所
得
は
特
別
控
除
適
用
前
の
金
額
）

を
言
い
ま
す
。（
扶
養
控
除
や
社
会

保
険
料
控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を

す
る
前
の
金
額
で
す
。）

※
保
険
料
の
算
定
は
土
地
・
家
屋

に
係
る
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
を

差
し
引
い
て
計
算
し
ま
す
。

広　告
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